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イギ リス国有化産業研究

におけ る問題点

吉 武 清 彦

1.序 言

産業 国有化 は,19世 紀後半か ら現代に到 る迄,社 会主義者に とって も労 働

者 階級 に とって も最大 の政策 目標の一 つであった。即 ち基礎産業 の国有化 に

依 って生産手 段の私的 占有及 び私的利 潤の廃止 が実現せ られ,労 働老階級の

資本か らの搾取が無 くな り,か くて生産手段の公有 と民主 的管理 とを通 じて

分配 の一層 の平等が実現せ られ ると考 え られたか らであ った。従 って十数年

前,当 時のイギ リス労 働党政府の手 に依 って,イ ギ リスの基幹産業 石 炭

・鉄鋼 ・運輸 ・ガス ・電気 が国有化 された時,そ れ は一つ の重要 な社会
(1)

主義実現へ の里程標 と考え られ,当 時 の社会主義者達か らは勿論 の こと多 く

の進歩的 な人 々に依 って も支持 され,20世 紀後半の資本主義 が進むべ き新 し
く　　

い方 向を示唆す る もの と して注 目せ られた。

しか し既 に国有化 以後十 数年 を経過 し,イ ギ リス国有化 産業 の実績 に関 し

ては多 くの資料 が公刊 され てお る。毎年各公社か らそれぞれ年 次報告書 が公

刊せ られ,更 に政 府に よって任 命 され る特別委員会SpecialCommitteeが

折 々国有化産業 に関す る調査研究 を行 ない報告書を公 表 してお る。 これ ら公

(1)イ ギ リス産 業 国有 化 の 社 会主 義 的 意 義 に就 い て は,当 時 か ら多 くの 社 会主 義 者

達 の 間 で異 議 が あ っ た 。特 に マ ル ク ス主 義 者 は戦 後 の イ ギ リス産 業 国有 化 の 意 義

を低 く評 価 して お る。P.M.ス ウ ィー ジー の 如 き は その 代 表 的 例 で あ ら う。

Cf.P.M.Sweegy,Sociαlism(NewYork-Toronto-London,McGraw-Hill

Co.,1949).P.M.ス ウ イー ジ ー 『社 会 主 義』(野 々村 一 雄 訳.岩 波全 書)

pp.55～65.

・(2)例 え ば笠 信 太 郎 『新 しい 欧 州 』(河 出 書 房.昭 和 廿 三 年)65頁 。
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的 な報 告 乃 至 調査 だ けで も既 に可 成 りの量 で あ るが,更 に この他 に各政 党 の

パ ンフ レ ッ トも相 当 な数 に及 んで お り,ま た多 くの 学 問 的 な研 究 もな され て

お り,研 究 者 が研 究 す る材料 に は 不足 ど ころかむ しろ多 す ぎ る位 で あ る と云

つ て よい。

しか しな が ら,こ の よ うな多 数 の資料 に もかxわ らず,過 去十 数年 間 の イ

ギ リス 国 有化 産 業 の成 果 につ い て は,可 成 りまち まち の評価 が な され て お る

と云 うのが 実情 で あ ら う。 例 え ばFBI,Nationaligation,1958・ やK'Cohen・

Nati(maligationinBritain,1958.の 如 きは 明 らか に 国 有化 産 業 の 成 果 に 就 、

いて は 否 定 的 で あ る が,H.Fagen,Nationaligation,1960.やJ.Hughes.

NationaliceaInaustryintheM=ixeaEconomy,1960・ な どは多 くの積 極 的 な役

割 を 国 有 化 産業 の実 績 の 中に 見 出 して お る。 これ はFBIが イ ギ リス 資本 家

聯 盟 そ の もの で 資本 家 階 級 を 代 弁 して お り,更 に 後 者 のFagenは マ ル クス

主 義 の 立場 に立 ち,Hughesは フエ ピア ソ主 義 の立 場 を代 表 して お るので あ

るか ら,こ れ らの人 々の イ ギ リス 国有 化 産 業 の成 果 に 関す る評 価 が,そ れ ぞ

れ の政 治 的立 場 に よ って まち まちで あ り,イ デオ ロギ ー的色 彩 を もつ のは あ

る程 度止 む を得 ない こ とな ので あ ら う。

だが,国 有 化 産 業 の今 迄 の業 績 が,か っ て熱 狂 的 な社 会 主 義 者 達 が 期 待 し

た 程素 晴 らしい もので は なか った こ とは 少 な くと も明 らか で あ る と云 って よ

い。 これ に 就い てW.RRobsonは 次 の如 く述 べ て お る。

「こ の幻 滅 は 部 分 的 には 次 の事 実,即 ち社 会 主 義 者 達 が,単 な る国 有化 と

云 う事実 だ け に対 して余 りに多 くの こ とを期 待 し過 ぎ,そ して彼 等 が 国有 化

産業 の将 来 計 画 ・組 織 ・経 営 ・技 術 ・労 働 に関 して不 充 分 な理 解 しか 示 さな
ロ　

か った こ とに基 づ くの で あ る。」

これ は 貴 重 な 反 省 で あ り,我 々に も多 くの 有 益 な 示 唆 を 与 え る もの で あ

る。 か 玉る過 去 十 数 年 間 の実 績 に 関す る反 省 は,ロ ブ ソ ソの み で な くイギ リ

(1)WilliamA・Robson,Nα 彦ionalixed勉 伽5勿anaPublicOωnei'ship(London:

GeorgeAllenandUnwin,1960),p.479.
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ス の労 働 党及 びそ の他 の社 会 主 義 者達 に よ って もな され た が,こ の こ とは彼

等 の間 で将 来 の 国有 化 の方針 に 就 い て多 くの変 更 な い し異 論 を もた ら した 。

C.A.R.ク ロス ラ ソ ドは,こ の 点 に 関 しTheFuture('fSocialism,1956.の

中で 次 の如 く云 っ て お る。

「国有化 の将 来 に 就 い て,左 翼政 党 の間 で これ ほ ど意 見 が まち まちで あ る
くレ

のは,過 去 一世紀 をふ り返 って見て今度が最初 であ る。」

この よ うに評価 につ いては可成 りまち まちであ る所 の国有化産業 を研究 し

それを正 しく評価す るためには如何 な ることが必要 であ るか,こ の方法論的

な反省を若 干行 な うことが本稿 の 目的であ る。か エる方法論 的な反 省が行な

われて始 めて,そ れ ぞれ の政治的立場 を超 えて,国 有化産業 の成果を より客

観的に評価す ることが可 能 とな るであ らう。 イギ リスのみな らず世界 の資本

主義国に於 いて産業に於 け る公 的部門 の比 重が一般 的傾 向 として増大 しつ 瓦

あ る ことが指 摘 され,国 家 と産業 との関聯 が一層緊密 にな りつつあ ると云 わ

れてお るが,か エる時にイギ リスの国有化 産業 を客 観的に評価す ると云 うこ

とは,単 に イギ リス経済 の理解 のためだけで な く,お よそ経済政策の正 しい

把 握 のために も必要な ことであ らう。

2.反 省 の 一,イ ギ リス 資 本 主 義 の 特 殊 性 との 関 聯

反省 の一・つは,イ ギ リス国有化産業 の研究 も,イ ギ リス資本主義の特 殊性

との関聯 においてな されねば な らぬ と云 う点で ある。産業 国有化が一般 に資

本主義 の発展段階に密接に関係 してい る ことは,マ ル クスを始 め シユ ソペ ー

ター等多 くの学 者に依 って主張せ られて おる。 マル クスは生産力の発展 に伴

い生産は ます ます 社会 的 とな り,大 規模生産 が一般化す るが,生 産手段 が依

然 として私的所 有の下に あ る限 り,こ の生産 の社会的性格 と所有 の私的性格

の間の矛盾 は激化 し,その矛盾 は最後には プ ロレタ リア革命 となって爆 発 し,

(1)C.A.R.Crosland,TheFutureo/Socialism(London,1956),p.406.
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(1)

生 産手段 の私的領 有は廃 止 され,国 有化が実 現せ られ ると考えた。J.A.シ

ユ ソペー ター も資本主義 の成熟 に伴 って,企 業 者職能の果たす役割 が衰退 し

次第 に社 会化 の方 向をた どることを主張 し,更 にそれがイギ リスでは如何 な

る産業 部門に 於 いて 実現せ られ 得 るかを 説 明 してお り,マ ル クス とは 極め

て異な った視角か らではあ るが,国 有化 を資本主義 との関聯 において眺 めて
(2)

お る。

しか し私 が こ 玉で主 張 した い のは 産業 国有 化 を単 に 資本主 義 一般 と云 う抽

象 的 な段 階で は な く,や は りイ ギ リス な らイ ギ リス の 資本主 義 と云 う特 殊 的

乃 至 具 体 的 な段 階 に お い て考 察 す る こ との必 要 性 で あ る。 な るほ ど シユ ソペ

ー タ ーの社 会 化成 熟 論 に お い ては ,イ ギ リス の例 が あげ られ て お るが,や は

りそ れ も資本 主義 が 最 も成 熟 の段 階 に達 した 国 の例 と して あ げ られ て お るの

で あ り,イ ギ リス資 本 主 義 の特 殊 性 が こ とさ らに取 りあげ られ て お る訳 では

な い。

この や うな 資本 主 義 成 熟 論 か ら国有 化 を 見 て行 くこ とは,結 局 い か な る条

件 が 揃 った 時 に社 会化 乃 至 国有 化 され るか の 一般 的 な契 機 を 探 るた め には 良

い が,国 有化 の実 績 が 積 み 重 ね られ そ れ の 功 罪 が 論 ぜ られ ね ば な らぬ 時 に

は,そ れ で は 不充 分 な もの とな らざ るを 得 な いで あ ら う。 なぜ な ら,国 有 化

産 業 部 分 は 公 的 部 門(publicsector)の 中 の一 部 と して存在 し,そ の公 的 部

門 が 私 的 部 門(privateSee七 〇r)と 対 立 して 存在 して お る混 合 経 済(Mixed
　の

Economy)に お い て は,公 的部 門 が 私 的 部 門 に 影響 を及 ぼす 以上 に,私 的 部

(1)「 空 想か ら科学へ の社 会主 義 の発展』第三 章参照 。(大 月書 店,マ ル クス=エ

ンゲ ルス選集 第十 四巻)p・473.し か しエンゲル スは,す べ ての国有化が必 ず し

も社 会主義 を 目指 してお る もので な く,中 に は資本主義の強化 を 目的 とす る もの

が あ るこ と(い わゆ る 『ビスマル ク的 国有」)を 指摘 して お る。

(2)J・schnmpeter,capitalism,socialismαnaDemocracツ(Harper&Brothers,

1949).中 山 ・東畑 共訳 「資本 主義 ・社 会主義 ・民 主主義」 中巻,昭26年 。 第十

九章 参照。及 び阿部 源一 「社 会化 発展 史論 」(昭 和29年)第 二章 社 会化成 熟論

参照 。

(3)今 日の イギ リス経済に於 いて,公 的部 門が 占め る比重 を,粗 固定投 資額 で見 る

と,1960年 に私 的部 門 は約24億 ポ ン ド(個 人が 約8億 ポ ン ド,会 社 が16億 ポ ン ド)X
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門が公的部 門に影響 を及 ぼす程度 の方が,は るか に大 きいか らであ る。私 的

部門は勿論圧倒 的な比重におい て資本主義 的生 産様式が採用 され てお る訳で

あって,こ の私 的部 門の性格乃至特殊 降が この公的部 門に影響 を及 ぼ してお

るのであ る。

イギ リス国有化産業 を評価す る際には,イ ギ リス資本主義 の趨勢 を念頭 に

お くので なけれ ば,正 鵠を得 ることはむつ か しいであ ら う。確 かに国有化 は

イギ リス 資本主義の成熟 の結果 として生れて来た ものであ り,資 本主義 の論

理 の必然的結果 として成 立 した ものであ らう。従 って国有化せ られ る ことに

よって一面 イギ リス資本主義 が規定せ られ変容を受け る ことは確かで あ るが

(例 えば国有化産業 の価格政策 ・投資政 策 ・賃金政策 に よって),他 面 イギ

リス資本主義 の性格 もまた国有化産業の凡 てに大 きな影 響 を与 えて おる こと

も否定 し得 ない所 であ らう。 イギ リス資本主義 の性格 海 外貿易 ・金融 ・

財政 ・人 口 ・労働 力 ・資源 ・産業構造等 がそれぞれ に国有化産業 の成 果

を規定 して おるので あ る。従来 の研究は,国 有化産業それ 自体 を詳細綿密に

分析 した ものか,或 るいは 国有化 を一つの計画経済のモ デル と考え,こ れが
の

如 何 に イギ リス経 済 に影 響 した か を分析 した もの が多 か った が,イ ギ リス 資

本 主 義 の性 格 及 び特 殊 性 が 逆 に如 何 に イ ギ リス 国有 化 産 業 を規 定 した か を 調

べ た ものは 少 なか った と云 え よ う。 この 点で,勝 れ た 分析 を 示 した のはW.

A.RcbsonのNationali2edIndustryanaPublicOωnership1960で あ ら う。

W・A・Robson自 身 は 行政 学 者 で あ るが,こ の本 に は類 書 に見 られ ない 国 有

化 産 業 自体 に関 す る豊 富 な 観 察 と,さ らに そ れ を 取 りか こむ 現 代 イギ リス 資

本 主 義 の諸 特 徴 が可 成 り明 白に 浮 き彫 りされ て お り,国 有化 産 業 が過 去 十 数

年 間 で 果 した 業 績 の評 価 にお い て も,そ れ を取 り巻 く資本 主 義 的環 境 が ど う

eeで あ るが ,公 的部門 は16億6000万 ポ ン ド(公 社 が約8億 ポ ン ド,中 央政府が2億

6000万 ポ ン ド,地 方 当局が6億 ポ ン ド)で あ り,そ の比 は約3:2で あ る。

HMSO,NationalIncomeandExpenaiture,1961.Tab.48.

(1)前 者 の傾向 として布 目真 生 「英 国国有化産業 の研究」(東 洋経済新 報社,昭 和

37年)が 挙げ られ,後 者 の例 として は,加 藤寛 ・丸尾直 美 『社会化 と経済計画 』

(理 想社,昭 和35年)が あげ られ るであ ろ う。
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で あ ったか を 絶えず 念頭 に おいてお る。 従 ってRobsonの 国有化 産業に関

す る分析は,経 済理論家がや 瓦もすれぽ陥 りやすい経済計画に関す る空疎 な

理論 の空 回 りか らも,ま た一定 の政治的立場の人が国有化産業 に関 して容 易

に抱 き易い過 大 または過少の期待か らもまぬがれ ておる。

例 えば国有化産業 の経営単位であ る公社 が多 く巨大独 占体であ って,そ の

た めに非能率 ・官 僚主義 が生 じ大臣の公社 に対す る監督が不十分であ ると云

う批判 に対 し,Robsonは 反論 して小規模 な経営単位の公社 が必ず しも良 い

とは限 らず,競 争が常 に独 占に勝 ってお るとは限 らない点を強調 して次 の如

く述べ私的 部 門 と比較 を 行 って おるが,こ れ な どもRobsonが イギ リスの

産業構造の特 質を理解 した上で国有化産業を観察 した もので あ ると云 うこと
(1)

が 出来 る。

「しか し,公 企 業 と私企業 との相違は,単 純 に独 占 と競争 の相違に帰せ し

め る訳 に行か ない。イギ リス産業 の多 くの重要部 門において,競 争に対す る

信 念は最早経営者 の間に も労 働組 合の間に も見 られ ない。競争 の もた らす多

くの重要な影響 を除去す るために,独 占的慣行(restrictivepractice)の 網

の 目が重要産業部 門のみで な くよ り劣 った部 門において もやは りめ ぐらされ

てお る。 イギ リス鉄鋼 業は,国 有化 され る前 には,イ ギ リスの産業 の中で最

もカル テル化 され ていた産業であ った。 この鉄鋼業 の国有化 も、更 にそれに

続 く非国有化 も,イ ギ リス 鉄鋼業 の この性格 には 何 らの 影響 も与 えなか っ

た。

公社 の如 き法的 に規制 された独 占体 の持つ権力の方が,事 実上は数個の私

的企業 が協定(trαaeαssociation)に 依 って行 な う独 占的慣行 の持つ権力に比

較 して大 きい ことは私 も否定 しない。 しか し後者の,競 争 をた とえ抑圧 しな

いに して も制 限す る累積的効果は しば しば極 めて大 きい。

大臣はた しか に公社 の委員会を適正に判断す るために必要 な知識 や,そ し

てあ りきた りの事 柄を除いた他 の事柄に於いて委 員会の主張 に打 ち勝つのに

(1)W.A.Robson,oP.ci七.,PP.128-129.
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必 要 な技 術的知 識を有 っていな い。 この ことは確か に本当であ るが,し か し
　

伺 様 に私企業 に就いて も,独 占的慣 行に依 って高度 にカル テル化 されて おる

場合,こ れ が今 日のイギ リス私企業に於 いて一般的 な姿であ るが 彼

等 を統制す る能力をすでに我 々が充分 もって おるとは云 うことは出来ない。

これ も否定 し得 ない事実 であ る。」

以上 のや うな観 察か ら,Robsonは 一見矛盾す るよ うな政 策的提 言を行 っ

て お る。第一 には私企業 自身 の内部です ら競争意 識が少な過 ぎるのであ るか

ら,公 社が単一 の完全独 占体 となっては,ま す ます競争排除の傾 向を強 め る

恐 れがあ る。従 って能率を高 め るためには巨大独 占の形式 を廃止 して,競 争

の増大が可能 にな るよ うに部 分的国有化が試み られねば な らぬ。(例 えぽ フ

ラ ソスのル ノー自動車製造 の如 く。)第 二 には しか しだか らと云 って国有化

産業の経営単位 を小規模に分割 し,そ の間に競争 を増大 させ 官僚主義 を防止

す るよ う努 め る ことは,第 一 の主張 に も拘わ らず,必 ず しも常に最良の政策

とは云 えない。 条件 さえ 揃 えば,巨 大 独 占体に 依 る国有化 産業 の経営 は望

ましい。 この よ うにRobsonの 考 え方は一見 矛盾す るよ うで あ るが,之 も

Robsonが 一定 の ドグマに捉われず,イ ギ リスの産業構造の現実 の姿か ら,

特に私的企業 間に於け る競争 と独 占の関係か ら,問 題を柔 軟に と らえておる

ことか ら来て おるのであ る。

か くの如 くW.A.Robsonの 考え方は,私 企業 との関聯 において国有企業

を観察 し分析 しておる点 に特徴 があ る。 しか しRobson自 身が 行政学者で

あ るために,多 く一の重要な経済的側 面 特に金融 ・財政 ・国際経済等一

に おけ る考察が極め て不十分 であ ることは否 定 し得ない所で あ り,こ 瓦に従

来 のイギ リス国有化産業 の諸研究 におけ る空白があ るよ うに思 う。

か ってK-Cohenが 述べ た如 くに,1945年 以後に国有化 の法案が通過成 立

した 時,当 時 の労 働党政府の手許 には国有化に 関す る詳細 な見取 り図は殆 ん

ど無 く,国 有化は当初単 に公社 の委員会を設 立 し,旧 株主へ の補償の準備 を
く　ラ

す るだけに過 ぎなか ったのであ るか ら,国 有化それ 自身は当初か ら経営組織

(1)1(elb-Cohen,oP.ci七.,P。vi.
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その ものの一挙 的な革 新を 目指 した訳ではなか った と云え るであ らう。それ

だけに私企業 時代の さまざ まな遺 産が,国 有化 以後に も引 きつがれたであ ら

うことは間違いない。従 って私 的部 門に於け る産業能率,私 的部門に於け る

産業体質,そ こで働 く労 働者の エ トス等 は国有化産業 自体に深 く影響 を及ぼ

してお るであ ろ う。 国有化に よって一挙 に何か が革 新的 な もの として もた ら

され たのでな く,む しろ私 企業 時代の在 り方が基礎 にあ ってその上 に,私 企

業 時代乃至 国有化 以前 の経営組織では な し得なか った何物かが徐 々に もた ら

された と考 え る方が,イ ギ リス の国有化産業 を よ り正 しく理解す る方法であ

るよ うに思 う。 イギ リスの よ うな過 去 との断絶が極 めて少 な く,歴 史は常に

徐 々た る歩 みを示す 国においては,如 何な る新 しい変化 も絶 えず過 去 との密

接 なつなが りを もっておるのであ って,こ の ことは イギ リス の戦後の国有化

政策 に もあ ては まるであろ う。

3.反 省 の 二.戦 後 イ ギ リス 資 本 主 義 の 課 題 との 関 聯

今 迄の反省は,国 有化産業 を,イ ギ リス資本主義 が過去2世 紀 の間歩 んで

来 たそ の長 い歴 史的 な過程 と,そ してそれがつ くりあげた強固な特殊 イギ リ

ス的な伝統 ない し地盤の上 で,考 察す る ことの必要性 を述べた ものであ り,

この点で重要 な ことは イギ リスが資本主義 の母国 として世界 で最 も長 い産業

発展の歴 史を有 し,産 業 の年齢が最 も古 いものであ ること,そ して更 にかつ

て彪大 な植 民地を有 し植民地帝 国 と して発展 し来 ったイギ リス資本主義 の性

格:こ れ らを念頭 に置 くことであろ う。

しか しイギ リス国有化産業 の成果 を論ず るには,単 に これ だけで は不十分

であろ う。今迄の反省 はいわば過去 の歴 史的な歩 みの中において国有化産業

を と らえ ようとす るのに対 し,第 二 の反省は,国 有化産業 を現代 のイギ リス

資本主義 が直面 して おる課題 に ピソ トを合せて観察 しよ うとす る。

戦後 のイギ リス資本主義は戦前 とは異なった種 々の課 題に直面 してお る。

即 ち成長率 の一層 の増大 ・国際収支 の改善 ・完全雇用の実現 に伴 う諸 問題一
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例 えば労 働力不足 ・国内イ ソフ レの克服一技術進歩 に伴 う産業体質 の改善 ・

投 資配分の問題 ・等 々があげ られ るであ ろ う。

現在 の国有化産業は,国 有化 に伴 う新 しい 自己 自身 の困難な諸 問題 の解決

の他に,更 にイギ リス資本主義 が現在 直面 して おる これ らの新 しい課題 の解

決 に も協力 して行かねぽ な らぬ状況 にあ る。従 って国有化産業 の功罪並 びに

そ の将 来に就いては,今 日のイギ リス資本主義が 直面す る課題 の解決 に如何

にこれ らの産業が寄与 し貢献 してお るか の問題が決定的 な もの とな らざるを

得 ないであろ う。 なぜ な らた とえ国有化 が古 い問題一 例 えば石炭労 働者の

生活水準の改善 ・労 使 関係 の改善一 を解決 し得た として も新 しい問題 を解

決す るのに 障害 にな るか,ま たは何 らの プラス ももた らさなか った とす るな

らば,そ れ は成功 とは云え ないであろ うか ら。

この点に 関 してA.J.YollngsonはTheBritishEconomツ1920-1957.で

次 のよ うに述べてお ることは教訓 的であ る。

「1945年 に選挙 され た労働党政府は,国 有化 の多様 な諸計画を実施す るこ

とを約束 し,労 働 党の支持 者の大多数は之に多 大の希望 をかけた。 これ らの

諸計 画は,社 会主義 的思想 に依れば,石 炭業 ・電力業 ・輸送 ・鉄鋼業 等の大

規模 な基礎産業を含んで おった。 これ らの産業 の国有化は,イ ギ リス経 済の

非常 に多 くの部分が従来 よ りもよ り一層政府 の直接的統制 の下に おかれ るこ

と,更 に最早利潤動機ではな く公益動機 に もとつ いて運営 され るこ とを意味

す る。 しか しなが ら次第 に次の ことが明 らか にな った。即 ち利潤 追求に基づ

く行動 と公益 のた めにな され る行動 との間には多 くの人 々がか って考えてい

た よ りは僅か の差異 しか ない こと,そ して更に国有化 はそれ 自体若干 の解決

困難 な問題 を提示す るに至 った ことであ る。更に また次 の よ うな ことも徐 々

に明 らかになった。即 ちイギ リスの将来は,基 礎産業 の再組織化に成 功す る

か否 かの問題 よ りも,新 興の諸 産業 を如何 に うま く発展せ しめ るか の問題に

よ り一層か 玉ってい ると云 うことである。そ して これ らの新興産業 こそはそ

の生産物 を海外 の競争市場に売 り出す ことが 出来,ま た1952年 以来 とみ に豊
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か に な りつ つ あ るイギ リス の大 衆 が購 入 した い と希 望す る 自動 車や,テ レ ビ

くの

や ナ イ ロ ソの靴 下 やそ の他 の商 品 を 国 内市 場 向け に 生 産 出来 るの で あ る。 」

イギ リス 経済 が特 に戦 後 の課 題 と して 直面 した ものを挙 げ るな らば,次 の

如 き ものが あ るで あ ろ う。

α)慢 性 的 な 国際 収 支 の赤 字 の改 善 ,そ して 国際 通 貨 と して の ポ ソ ドの強

化 。

β)戦 後 の長 期 に及 ぶ需要 の過 剰 と慢 性 的 イ ソフ レー シ ヨ ソとに対 処 す る

こ と。

γ)経 済 成 長 率 を よ り高 め る こ と。

総 じて 国有 化 の長 所 は,イ ソフ レ基 調 の経 済 よ りは デ フ レ基 調 の経 済 に お

い て 発揮 出来 る よ うに 思 われ るの であ るが,相 憎 戦後 の イギ リス経 済 は一 貫

して イ ソフ レ基 調 で あ り需要 の過 剰 と投 資 資 金 の 不足 とが特 徴 的 で あ った。

そ して完 全 雇 用 が 成 立 し福祉 国 家 と して高 い税 金 が一 般 化 して お り,ポ ソ ド

危 機 が生 じ易 か った 訳 で あ る。 か エる経済 環境 に おい て 国有 化 が 如 何 な る役

割 を果 したか こそ は 究 明せ られ るべ きで あ ろ う。 既 に イギ リス経 済 の成 長 と

国 有化 産 業 との関 聯 に就 いて はPEP.GrozvthintheBγitishEconomツ1959.

が若 干扱 っ て お り,そ こでは 国 有化 産業 の投 資効 率 の問題 と国 有化 産 業 の価

格 政 策 が 批 判 され て お るが,こ の点 の一 層 の 究 明 は極 め て必 要 で あ る。 更 に

戦 後 イギ リス の イ ンフ レー シ ヨ ソと国 有化 産 業 との関聯 で,戦 後 の 国有 化 産

業 の投 資政 策 が批 判 せ られ ね ぽ な らぬ が,こ の点 に 就 い て はR.F.Harrod,
くの

Po1吻againstJnflation,1958.が 論 じ て お り,拙 稿 も そ れ を 試 み た 。

(1)AJ.Yonngson,TheBritishEconomツ1920-1957(London;George

Allen&UnwinLtd.,1960),p.187.

(2)「 イ ギ リス国 有 化 産 業 投 資 と金 融 市 場 」(1)及 び(ll)。 小 樽 商 科 大 学 「商 学

討 究 」 第13巻 第1号,及 び第13巻 第4号 。
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4.反 省の三.経 済政策手段の発展

戦後 イギ リスが行 なった国有化政策 に就いては,今 日いわ ば反省期 にあ り

従 って社会主義 を信奉す る人 々の間 で も国有化 の将来 に就いては色 々 と異論

があ ることは既に述べ た如 くであ る。 こXで は産業 国有化 が将来如何 な る方

向 をた ど り如 何 なる形態 を と り得 るか の将来 をめ ぐる問題 を考察 したいが,

それ に就 いては次 の点が考慮 され るべ きであろ うと思 う。即 ち経済政策手段

が近年多様化 した ことで あ る。

国家 の経済 に対す る統制 干渉の量は過去30年 間に著 し く増大 したが,そ の

干渉 の方法 において も比較 にな らぬ位 に豊 富にな った。C.A・R・ クロス ラ ソ

ドが述べ てお るよ うに最早所有権 におけ る変 更が,社 会主義的 目標 を実現す

るための不可欠 の条件 とは云えな くなっておる。か つて国有化 に依 らなけれ

ぽ 実現 され得 ない と考え られ ていた諸 目的 例 えば,産 業 の統制 ・独 占利

潤 の廃止 ・産業 民主制 の実現 ・投 資 の統制 一一一一は,今 日では他 の諸手段に依

って も多 く実現 され 得 るもの となってい る。産業国有化 の将来 を トす るため

には,そ もそ も国有化思想が如何 なる時代的背景 の下に成 立 しそ の 目指 し二た
絹

所 が何であ ったか を再考す る と共 に,過 去50年 間において時代的背景は如何

に変化 しそ して経済政策は どの ように豊富に な り,ま た発展 して来 たかを吟

味 す ることが必要であ る。

この点でJ.W.Groveが 近著GovermentanalndMstryinBritain1962..

くの

で 次の よ うに述べ てお るのは参考 になる。

「必要 な政治的意志 さえ持 つな らぽ,私 企業を統制す るた めに政 府がな し

得 る ことが らは今 日では多 くな っておる。…… 〔私企業生産の〕 コス トと価

格 とは輸送費 と動力費 に よって可成 りの影響 を受け るが,こ のいつれの費用

に対 して も政府が厳格 な統制 力を発揮 し得 る。利潤 は税制に よって影響 を受

け てお り,販 売市場 の大 きさは月賦販売の統制 と物品税 とに よって影響 され

《1)J.w.Grove,Govermentandlndustr3/inBritain(Glasgow;Longmans,

ユ962),p.75.
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る。実業 人はあれや これやの方法 をえ らぶ よ うにすxめ を うけ る。即 ち彼等

は補助 金を受け ることも出来 る し,輸 出に関す るサ ービス,研 究 開発に対す

る公的支 出,投 資課 税控除(InvestmentAllowances)等 を受け ることも出

来 る。彼等は外 国か らの競争及 びダ ンピ ングに対す る保護を政府 に頼 って受

け る ことが 出来,ま た外 国関税 の減 少 と諸 外国の課す る差別的制 限撤廃 を実

現す るた めに政府 に依存す ることも出来 る。彼 等の 〔独 占的 な〕協定は公的

機 関に よって検査 され,場 合 に よっては法律に よ り禁止 され うる。彼等は彼

等 の外国企業 との取 り極めが,も しス ター リングの移動を含む もの とすれば,

そ して彼等の会社 の経営 とその財政 とがそ の取 り極めに よって影響 を受け る

とすれ ば,か 玉る取 り極めは政府 の許可 な しには結ぶ ことが 出来 ない。」

か くしてGroveは 今 日のイギ リス経済 は混合経済で あ り,そ の特長 の一

つを 「私企業 はそ の生産 と消費 に就 いて 自由資本制 生産の時代 よ りもより少

ない 自由 しか もた ないが,他 面公企業は,中 央集権 的社会主義企業 よ りも,
くり

政府 か らの拘束か らよ り多 く解放 され ている」所 に見 出 してお る。か 玉る混

合経済 において,他 の経済政策手 段が果 し得ない よ うな国有化 政策独 自の機

能が一体何であ るかが 改めて問 い直 されね ばな らぬであろ う。 も し産業国有

化 の機能 のすべ てが,他 の より良い政 策手段に よって果 され うるとすれば,

国有化 政策は既 に時代遅れの政策であろ うし,ま た逆に新 しい混 合経済 の局

面 に於 いて,国 有化が何か新 しい機 能を もつに到 った とす るな らば,そ れ こ

そが訊ね られ るべ きであ ろ う。Groveは,戦 争直後 の労働 党政府下において

政府 の政策は,直 接 的な物的統制 が非 常に多 く,所 謂 「計画経済 」(planned

eonomy)の 色 彩 が濃厚であ ったが,1954年 頃か ら間接的な政 策 一一特 に金
く　　

融政策 一の比重が極 めて大 き くなった こ とを主張 してお る。 この ような政

策の比重 の変化 と云 うことも無視 し得 ない要素 であろ う。

(1)Ibid.,P.74.

(2)Ibid.,p.428.及 びP・64.
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以上イギ リス国有化産業研究 の方法論におい て従来軽視 され ていた と思わ

れ る点をあげ て見 た。国有化政策が将来如 何な る方 向を辿 るかは,現 代資本

主義 の動 向を探 る上に於 いて極 めて重要であ ろ う。 イギ リスの国有化産業が

期待 した程 の実績 をあげ なか った と云われ て おるが,イ ギ リス産業 国有化 の

功罪を云 々す る際には,少 くとも上述 の三 点を 考慮す る必要が あ るで あ ろ

う。

ただ最後 に これ らの反省 と切 りはな し得 ない重要 な問題が一つあ ることを

指 摘 してお きた い。それは即 ちマル クスの云 う生産力の増大の もた らす生産

関 係の変化 の問題であ る。最近 の著 しい技術革新は,オ ー トメーシ 。ソや原

子力 エネルギ の平和的利用 に よって代表 され るが,こ れ らの技術的発 明ない

て変化 がいかに生産関係を変化 させつつあ りまた変化 させ るであろ うか?こ

れ は単にイギ リスー国の資本主義 に限 らず,現 代 資本 主義(及 び現代社 会主

義 に とって も)の もつ最大の課題で あろ う。 この問題 は上述 の三つの反省 よ

り も一層理論的で また基本的 な問題であ るが,問 題 の考察及 び展開は後 日に

譲 りたい。(1963'4●29)




